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ごあいさつ 

 
本市は、平成元年にスタートした宜野湾市新総合計画に

基づき、経済、生活・居住、文化の自立した「ねたての都市
ま ち

」

をめざして、これまで前期・中期・後期の１７年間（平成

元年～平成１７年）にわたり行政運営を進めてまいりまし

た。 
その間、本市を取り巻く社会情勢は、少子・高齢化、国

際化、高度情報化、三位一体改革による国庫補助金及び地方交付税の削減等と大きく変化

しました。また、平成１２年４月から地方分権一括法が施行されたことにより、これまで

上下関係にあった国と地方自治体が対等・協力関係におかれ、本市も自らの判断と責任に

おいて地域の経営を担っていく必要があります。さらに、キャンプ瑞慶覧・普天間飛行場

返還後の跡地利用に向けては、様々な取り組みが必要となっています。 
 このような新しい時代の潮流を踏まえ、宜野湾市新総合計画の検証・評価を行うととも

に、将来の宜野湾市はどうあるべきか、そして私たちは何をしなければならないのか、進

むべき方向を明らかにすべく、市民参加のもと第三次宜野湾市総合計画を策定してまいり

ました。 
同計画では、市民一人ひとりが市政に参画し、共に協働し、実感できるまちづくりをめ

ざしていくため、将来都市像に「市民が主役のねたての都市
ま ち

・ぎのわん」を掲げ、さらに

この将来都市像を具体化するため、５つの基本目標を設定しました。１つ目は「市民と共

に歩み響きあう都市
ま ち

」、２つ目は「創意工夫に満ちた元気な都市
ま ち

」、３つ目は「安心して住

み続けられる都市
ま ち

」、４つ目は「持続発展可能な美しい都市
ま ち

」、５つ目は「平和で発展する

都市
ま ち

」です。 
この将来都市像の構築及び基本目標の達成に向けて、昨今の三位一体改革による厳しい

財政状況のもと、地方分権時代の真の地方自治をめざし、市民が夢と希望と誇りのもてる

まちづくりを進めていきたいと考えており、市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上

げます。 
 おわりに、第三次宜野湾市総合計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をお寄せい

ただきました市民の皆様並びに熱心にご審議していただきました宜野湾市振興計画審議会

の皆様に心から厚く御礼申し上げます。 
 
 
 

                           平成１８年３月 

  宜野湾市長 伊波洋一 
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宜野湾市民の誓い 

（[昭和３９年７月１日制定] 

 
わたしたち宜野湾市民は健康都市宣言の本旨を高揚し、明るく、美しく、 

豊かな住みよい健康都市を建設するために、次の事項に努力することを誓います。 

 

○丈夫な体を育てましょう。 

○りっぱな市民になりましょう。 

○交通道徳を高めましょう。 

○暮らしの向上をはかりましょう。 

○明るく美しいまちにしましょう。 
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第１章 宜野湾市まちづくりの羅針

盤・総合計画 

 

 

 

第２章 新世紀の宜野湾市づくりにあ

たって 

序  説 
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（１）計画策定の目的と意義 

宜野湾市総合計画の策定は、地方自治法第２条第４項の「市町村は、その事務を処理す

るに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図

るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。」との基本構

想策定についての規定に基づくものであり、宜野湾市の振興発展の将来像及びこれを達成

するために必要な施策の大綱を定めるものです。 
宜野湾市ではこれまで、第１次、第２次の基本構想を策定し、それに基づいてまちづく

りを進めてきました。その間、少子・高齢化、高度情報化、国際化をはじめとする社会経

済環境の急激な変化があり、地方の時代を反映して市民ニーズも高度化する一方、本市を

取りまく環境が大きく変わりつつあります。平成 17 年度で目標年次を迎える宜野湾市新
総合計画の評価を検証しつつ、２１世紀の時代の潮流を見据え、市民自治の理念のもとに

更なる市民生活の向上、地方分権の時代を先取りした住みよい魅力あるまちづくりを図っ

ていくために、「宜野湾市まちづくり基本条例（仮称）」の制定も視野に入れた、「第三次

宜野湾市総合計画」を策定することとします。 
 

（２）総合計画の役割 

 市町村は地方分権一括法が施行されて以後、これまでの国・県・市の上下関係ではなく、

対等・協力関係にあります。市が策定する総合計画は、最上位計画に位置づけられ、以下

の３つの役割を担っています。 

①本市の計画的行政運営の指針としての役割 

広汎、多岐にわたる本市のまちづくりを総合的･計画的に進める上で、最も上位

に位置づけられる行政運営の指針としての役割を担います。 
②市民等の活動に対しての指針としての役割 

市民や企業、各種民間団体等が、本市において自主的に取り組むまちづくり活動の方

向性や協力、参加のあり方などに対する指針としての役割を担います。 
③国・県等が地域計画を策定し、事業を行うにあたっての尊重すべき指針としての役割 

国・県等が地域計画を策定し本市で事業を行うに際して、事前の必要な調整および結

果に対する適切な調整を行う指針としての役割を担います。 
 
 
 

第１章 宜野湾市まちづくりの羅針盤・総合計画 

１節  総合計画の目的と役割 
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●総合計画の役割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三次宜野湾市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」で構成されま

す。 
「基本構想」は、地方自治法に基づくものであり、本市の振興発展の将来像及びこれを

達成するために必要な施策の大綱を定めています。計画期間は近年の社会情勢の変化の早

さや沖縄振興計画の計画期間等との整合性を勘案し、本計画の計画期間を 10年とします。 
「基本計画」は、基本構想に描かれた将来像を具体化するための基本施策を設定し、総

合的・体系的に築き上げるものです。計画の期間は前期・後期に分け概ね５年とし、必要

な見直しはその際に行うこととします。 
「実施計画」は、基本計画で定めた基本施策を、国・県の定める法・制度や地方分権の

動向等を見極めながら、現実の行財政事情を踏まえて計画するもので、毎年度の予算編成

の指針となるものです。計画期間は３年とし、必要に応じて見直すこととします。 
 
●総合計画の構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

全国総合開発計画 

・国土利用計画 
・都市マスタープラン 
・基地跡地利用計画 
・地域福祉計画 
・文化財関連計画 
・観光振興計画 
・地域防災計画 etc. 

・県国土利用計画
・県都市マスタープラン 
・観光振興計画 
・情報通信産業振興計画 
・国際交流・協力推進計画
・環境保全実施計画 
・福祉保健計画 etc. 

中
部
広
域
市
町
村

圏
計
画
（広
域
） 

地域（自治体）における将来の目標像
及び目標像を達成するための施策の大
綱を定めたもの。 

基本構想に描かれた将来及び施策の大
綱を具体化するための基本施策を体系
づけてまとめたもの。 

基本計画で定められた施策を現実の行
財政を踏まえてどのように実施してい
くかを明らかにしたもの。 

議 
会 
議 
決 

２節  総合計画の構成と期間 

沖縄振興計画 第三次宜野湾市総合計画 

対
等
・
協
力 

対
等
・
協
力 

基本構想 

基本計画

実施計画 
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新世紀初頭の宜野湾市づくりを構想するにあたって、我が都市

ま ち

・宜野湾を見つめなおし、

郷土の風土と成り立ちに対する理解を深めます。 

 

（１）概要 

本市は県都・那覇市の北 12㎞に位置し、面
積 19.59km2、世帯数 34,865世帯、人口 88,680
人（平成 16 年９月現在）を擁する都市です。
市花はキク、市木はリュウキュウコクタン、

市の花木はサンダンカが制定されています。

宮崎県東郷町と姉妹都市、中国厦門市と友好

都市を結んでいます。 
本市の地形は、東から西へ新第三紀島尻層群

の「丘陵」、琉球石灰岩の「台地・段丘」、沖

積層の「海岸低地」が帯状に伸び、このため

海岸低地と段丘との境の崖には多くの湧水が

湧出し、海岸部には裾礁のサンゴ礁が一部で

見られます。 
 

（２）原始・古代 

市域には旧石器時代からグスクまで、一連の原始・古代の遺跡や遺物散布地が知られて

います。大半は戦後の基地建設や市街化の波で破壊されていますが、これらの遺跡によ

って、市域には旧石器時代から人が居住していたこと、それ以後グスク時代に至るまで

連綿と人の居住が続いたことがわかります。 
 

（３）中世 

喜友名グスク跡や黄金森グスク跡などから、13～14世紀には
すでに按司が発生していたことが伺えます。こうした状況を背

景に台頭するのが察度王です。察度は謝名村の奥間大親と天女

の間に生まれた子と伝えられており、長じて浦添按司となり、

ついには英祖王統にかわって新しい中山王統を開いた人物とし

て知られています。市域には察度王の出自に関わる名所で天女

 

羽衣伝説の舞台・森の川 

位置図及び面積 

宜野湾市総面積 19.59km2（平成16年現在）

１節  わが都市
ま ち

・宜野湾を“見つめる“

第２章 新世紀の宜野湾市づくりにあたって 
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伝承の地としても知られる森の川、察度の屋敷跡ともいわれる

黄金宮などがあり、宜野湾南西部の地を拠点に強大な按司へと

成長した状況を推測させます。しかし、間切・シマ制度が整備

された 15世紀末の段階では、市域はまだ成立しておらず浦添間
切・中城間切・北谷間切の一地域でした。 
 
（４）近世 

康熙 10年（1671）、王府は浦添間切より嘉数・宇地泊・大謝名・
謝名具志川（大山）・伊佐・喜友名・新城・神山・宜野湾・我如古

の 10か村、中城間切より前普天間（野嵩）・寺普天間（普天間）
の２か村、北谷間切からは安仁屋ムラを割き、真志喜ムラを新た

に立てて宜野湾間切を新設し、間切番所（現役所）を宜野湾ムラ

に置きました。間切内に聖地は、御嶽が 17、殿が 25、ノロ火の
神が３あり、宜野湾・謝名・野嵩の各ノロが、それぞれ管掌する

村落の祭祀を司りました。また、琉球八社のひとつである普天満

山神宮寺（創建年代不詳）には、尚賢王が順治元年（1644）には
じめて参詣し、以後、国王や官人の習俗に習って地域の人々の間

にもとけ込んでいきました。19 世紀後半の宜野湾間切は石高
3,300 石余で８割弱が畑地の典型的な農村でした。サトウキビ生
産も盛んで、上納砂糖高は中頭方では読谷山間切に次いで２位で

した。 
 

（５）近代 

明治 30 年（1897）の間切島吏員規程により、宜野湾間切は宜
野湾村となりました。その間、字宜野湾には、明治 14年（1881）
中頭役所、普天間には明治 19 年（1886）中頭教育会事務所、明
治 40 年（1907）中頭農学校が設置されたため市域はにわかに中
頭地方の中心地の様相を呈してきました。大正５年（1916）に農
学校が嘉手納に移転した跡に県立農事試験場ができたため、産

業・人材育成の拠点としての役割も担いました。また交通面では、

明治 35 年（1902）に首里平良から浦添を経て普天間に至る普天
間街道の開通、大正 11 年（1922）の県営鉄道嘉手納線の開通に
より交通上の利便性も高まりました。 
しかしながら、沖縄戦で市域は最大の激戦地のひとつとなり、

特に昭和 20年（1945）４月６日から始まった日米両軍の戦闘は、
嘉数高台から浦添の丘陵にかけて行われ、両軍とも多くの人命が

失われるとともに、これらの社会基盤も甚大な被害を被りました。 

県営鉄道嘉手納線 大山駅 

現在の普天満宮 

察度の屋敷跡と伝わる黄金宮 

沖縄戦 

かつての宜野湾並松 



第１編 基本構想編 

序説 第２章 新世紀の宜野湾市づくりにあたって 

 5

（６）戦後 

戦争により市域の大半が焼けましたが、野嵩は、米軍上陸後か

ら終戦後しばらく難民収容所として多くの住民が収容されました。

昭和 21 年（1946）、米軍の命により宜野湾村が復活しましたが、
普天間飛行場用地の接収をはじめ、戦争終結直後には市域の 40％
が米軍用地として囲われていました。基地の出現は、基地経済の

進展、第３次産業の躍進、軍用地接収による集落移動と再編、人

口の流入と普天間一帯の市街化など、本市の産業構造・地域構造

を激変させました。 
普天間の発展により村役場も野嵩から普天間に移りました。昭和 37年（1962）７月１
日、人口３万人余を数えるに及び市制を施行し、都市としての発展を目ざしました。市役

所は昭和 55年（1980）に、普天間から現在地の野嵩に移転しました。 
昭和 47年（1972）の本土復帰を経て、昭和 54（1979）年度に
は最初の「宜野湾市総合計画」を策定し、より計画的なまちづく

りへの取り組みをスタートさせました。平成元（1989）年度、第
２次にあたる「宜野湾市新総合計画」を策定し、経済の自立、生

活・居住の自立、文化の自立の３つの課題克服を通して、「ねたて」

の都市・ぎのわんを実現していくことを位置づけました。その実

現に向けて、今日まで市民・産業・学術・行政が一体となって住

みよいまちづくりに取り組んできました。この間、市域には沖縄

国際大学の設置、沖縄コンベンションセンターの整備があり、ま

た隣接して琉球大学が設置されるなど、県内の高次都市機能の一

部を担う重要な地域となっています。また、戦後 50年余を経た平
成８年（1996）、日米特別行動委員会（ＳＡＣＯ）で普天間飛行
場の全面返還とキャンプ瑞慶覧の一部返還が決定され、新世紀を

リードする新たな宜野湾市のまちづくりがはじまっています。 
 
 

野嵩収容所で遊ぶ子ども達 

現在の市域 

コンベンションセンター 
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新世紀初頭の宜野湾市づくりを構想するにあたって、広く市内外を取りまく時代の動向

を的確に把握し、柔軟な対応が求められています。 

 
（１）少子・高齢社会への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「日本の将来推計人口」（2002年国立社会保障・人口問題研究所）の中位推計によると、
日本の総人口は2006年をピークに減少に転じます。しかし高齢人口は増え続け、2015年
には3.8人に１人が、2025年には約3.5人に１人が65歳以上の高齢者となります。急速に
進む少子・高齢化は、生産や労働の効率的観点からはマイナスに捉えられがちですが、

一方では、戦後日本の経済成長至上主義の社会目標を根本的に見直し、環境との共生や

世代間の連帯、安心できる老後、家庭の役割などが重要視される社会への転換を促すチ

ャンスともとれます。 
本市の人口は現在、増加傾向にありますがその伸びは減少しており、少子・高齢化は本

市においても確実に進行しています。宜野湾市の今後のまちづくりにおいては、これま

での右肩上がりの成長傾向の低迷が続く中、成熟した都市として、美しく風格ある県土

づくりへの寄与、自立した高齢社会の先進地域としての貢献といった、21世紀の我が国
における少子・高齢社会の新たな役割を先導していくことが求められています。 
 
（２）持続発展可能な環境共生型社会への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

環境行政の憲法とされる「環境基本法」が平成５年（1993）に制定され、「循環型社会
形成推進基本法」が平成12年（2000）５月に制定されました。また、「景観緑三法」が平
成16年（2004）12月に施行されました。このように美しく持続発展可能な社会を構築す
るための制度面での条件整備が充実されるにともない、人々が日常生活や社会活動の中

で、いかにこれらの制度を具体的行動として取り入れていくかが特に大切となります。 
本市においても、例えば西海岸地区は観光拠点として位置づけられていますが、自然と

調和した開発が重要であり、かつ、安心して住み続けられる都市、誇りの持てる美しい

都市をめざして、市民一人ひとりの自覚のもとに、持続発展可能な環境共生型社会と美

しい都市を創造していくことが求められています。 

 

（３）国際化・高度情報社会への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

IT 基本法が平成 13 年（2001）に施行され、日本でも IT（information technology；
情報技術）革命が走り出しました。携帯電話の普及、パソコン及びインターネットの普

及、CATV(cable television)等での多チャンネル化、カーナビゲーションの普及など、情
報通信の機器とネットワークの両面で多様化が急速に進展しています。 
本市においても、高度化・多様化する住民ニーズに迅速に対応できる質の高い行政サー

２節  世の中の動きを“見極める“ 
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ビスの提供が求められています。このため、申請・届出等手続きのオンライン化を図る

など、事務処理全般の見直しによる行政の簡素化・効率化及び透明化を進め、電子自治

体の構築に向けた取り組みを進めています。また、交流面においては、市内在住の外国

人はもとより、宮崎県日向市、友好都市の中国厦門
あ も い

市、さらに、多くの移民を出してい

る南米など各方面との多彩な交流活動を継続していくことが求められています。一方、

時代を担う子ども達のために英語教育特区を拡充し、国際性豊かな人材育成を進めてい

くことが必要とされています。また、本市に立地するコンベンションセンターにおいて

は、国際会議等により、人・物・情報が国際的な次元で展開されることが求められてい

ます。 
 
（４）地方分権社会への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
平成 11年（1999）に「地方分権一括法」が可決成立し、平成 12年（2000）４月から
施行されています。これにより、これまで上下関係にあった国と自治体が対等・協力関

係におかれ、自治体それぞれの判断と責任において地域の経営を行っていかなければな

らないこととなりました。三位一体改革の動きや財源確保、少子・高齢化といった難題

を抱えながら、このまちに住んでよかったといわれるような自治体にしていくための努

力が、自治体を構成する住民、議会、首長そして職員にも求められています。 
本市においても地方分権時代の精神をリードしていくよう、自治基本条例の制定など、

これまで以上に自主自立の立場を明確にして、あらゆる行政施策に市民自治の視点を反

映させつつ、協働のまちづくりに取り組んでいくことが求められています。 
 
（５）男女共同参画社会への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

平成11年（1999）６月に「男女共同参画型社会基本法」が制定されました。これによ
り、男女が社会の対等な構成員として社会のあらゆる活動に参画する機会を確保し、男

女が均等に利益を享受するとともに責任を担う社会を形成することが求められています。 
本市においても、平成16年（2004）に第２次宜野湾市男女共同参画計画を策定し、全
庁・横断的に男女共同参画の視点を基本とした行政運営が行われるよう、施策を体系化

しています。今後、その計画に基づいて、家庭、地域、職場、学校等あらゆる分野にお

いて、性別に関わらずその個性と能力が十分に発揮されるように「男女共同参画社会」

の実現に向けた市民一人ひとり、事業者、行政の積極的な取り組みが求められています。 
 
 

（６）基地の返還と市民のための跡地利用への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

平成８年（1996）12 月２日の日米特別行動委員会（SACO）最終報告で全面返還が合
意されている米軍普天間飛行場は返還最終期限の満７年が過ぎた今日、返還のめどは立

っていません。一方、平成 15 年（2003）、米国は大統領声明によって海外米軍基地の見
直しを開始することを明らかにし、また、連邦議会では「海外基地見直し委員会」での
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議論が始まり、さらに在日米軍基地の再編に関する日米協議もスタートすることになり

ました。これまで米軍普天間飛行場の危険性を訴えてきましたが、平成 16年（2004）８
月 13日に米軍ヘリが沖縄国際大学に墜落し、市民に恐怖と不安を与えました。 
このような状況を踏まえ、本市においては、関連機関との協力のもと一日も早い米軍普

天間飛行場の返還を実現するための創意工夫が求められています。また、跡地利用に関

しては、これまで跡地利用計画策定に資するための関連調査として実施してきました自

然環境調査、埋蔵文化財関連調査、地権者支援関連調査等の結果を踏まえ、跡地利用計

画の基礎となる跡地利用基本方針を国と連携を図りつつ、沖縄県と共同で平成 17年度策
定を目途に取り組んでいるところであります。 
今後は、行政と地権者、市民、県民の協働による跡地利用が求められております。 
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新世紀初頭の宜野湾市づくりを構想するにあたって、市民ニーズや本市の課題を把握し、

共通のまちづくりに対する認識を深めます。 
本総合計画の策定にあたっては宜野湾市新総合計画の評価をはじめ、市民アンケート調

査、自治会・大学生・宜野湾市職員が参加したワークショップの開催等で得られた結果を

基に市民のニーズや課題の把握に努めました。 
 
（１）宜野湾市で大事にしたいもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 本市で大事にしたいもの（地域のシンボル）については、コンベンションセンターを含

めたコンベンションエリアや普天満宮、各地の行事などが共通しています。このほか森の

川や大山の田いも等自然・歴史に関するものや、豊かな地形を活かした眺望などがあげら

れています。 
 
◇宜野湾市で大切にしたいもの上位５位 

市民アンケート 自治会ワークショップ 大学生ワークショップ 職員ワークショップ 

1. コンベンションセンタ

ー（12.7％） 

2. 森川公園（からの景

色）、森の川（8.3％）

3. 普天満宮 （の緑 ）

（5.7％） 

4. トロピカルビーチ（から

の夕日）（5.3％） 

5. 嘉数高台公園（から

の眺め）（4.5％） 

1. 各地の行事 

2. 各地域にある湧き

水・川 

3. はごろも祭り・カチャ

ーシー大会 

4. 普天満宮 

5. 地域の文化財 

1. 夜景のスポット 

2. コンベンションセンタ

ー 

3. 外国風のまちなみ・

家（58 号線沿い） 

4. 普天満宮 

5. 大学 

1. 各地の行事 

2. コンベンションエリア 

3. はごろも祭りカチャー

シー大会 

4. 大山の田いも畑 

5. トロピカルビーチ 

 
 
（２）問題点や課題について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 市民アンケートでは、騒音・振動・悪臭への不満が最も多く、衣料品などの買い物、ス

ポーツ施設での不満が高くなっています。また、自治会ワークショップからの意見はごみ

の問題、公共施設の整備、商店街の整備、道路の整備など、大学生ワークショップでは道

路沿いや市街地での緑化の推進、市上空での軍用機の飛行、ごみ問題など、職員ワークシ

ョップからは普天間基地、行政における IT化の推進、住民参画の促進、人材育成などへ
の不満や対応を求める声が高くなっています。また、ワークショップでは宜野湾市に必要

なものとして大きな自然公園、ショッピングセンター、モノレール等の交通機関及び道路

整備等が共通にあげられています。 
 

３節  わが都市
ま ち

・宜野湾を“考える“ 
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◇問題点や課題について 

市民アンケート 自治会ワークショップ 大学生ワークショップ 職員ワークショップ 

1. 騒音・振動・悪臭へ

の対応（67.3％） 

2. ス ポ ー ツ 施 設

（54.3％） 

3. 衣料品などの買い物

の便利さ（50.2％） 

4. 幹線道路・生活道路

の 整 備 状 況

（44.9％） 

5. 公園・緑地の整備状

況（43.5％） 

1. ごみ問題 

2. 公共施設の整備 

3. 商店街の整備 

4. 道路の整備 

5. 街路樹が少ない 

6. 普天間基地の問題 

1. 緑化を推進する（緑

が少ない） 

2. 米軍の訓練による、

宜野湾市上空の飛

行 

3. ごみ問題 

4. シンボルが少ない 

5. 交通渋滞の解消・道

路整備 

1. 普天間基地の問題 

2. 行政内におけるＩＴ化

の推進 

3. 住民参画の促進 

4. 人材育成 

5. 西海岸一帯の開発 

 

（３）将来の宜野湾市について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 市民アンケートでは「軍用地跡地利用の促進」の要望が最も多くなっています。また、

宜野湾市の将来イメージとして自治会ワークショップでは市民がいきいきと暮らせる「健

康都市」、大学生ワークショップでは「緑の多いまち」、職員ワークショップでは子どもか

らお年寄りまでいきいきとした「福祉サービスの充実」等への期待が高くなっています。 
 

◇将来の宜野湾市のイメージ及び今後力を入れて欲しい項目 

市民アンケート 
（今後 10 年間で力を
入れるべきこと） 

自治会ワークショップ 
上位の意見 

大学生ワークショップ 
上位の意見 

職員ワークショップ 
上位の意見 

1. 軍用地跡地利用の

促進（42.7％） 

2. 西海岸の活性化

（37.9％） 

3. 中心市街地の活性

化（37.5％） 

4. ごみの減量・リサイク

ル（30.3％） 

5. 学校教育の充実

（29.1％） 

 

1. 健康都市 

2. 子どもからお年寄りま

でいきいきしている

（福祉サービスの充

実） 

3. 若者が集まるまちに

していきたい 

4. 緑が多いまち 

5. 基地のないまち 

1. 緑が多いまち 

2. きれいなまち（ゴミの

ない） 

3. 安心して住めるまち 

4. 学園都市 

5. 基地のないまち 

6. 交通が便利なまち 

7. 子どもからお年寄りま

でいきいきしている

（福祉サービスの充

実） 

8. 若者が集まるまちに

していきたい 

9. 伝統文化を継承して

いるまち 

1. 子どもからお年寄りま

でいきいきしている

（福祉サービスの充

実） 

2. 市民がまちづくりに積

極的（協働） 

3. 基地のないまち 

4. 子どもを産み育てや

すいまち 

5. 自然破壊をしない都

市計画 

6. 地域のつながりがし

っかりしているまち 

7. 犯罪のないまち 
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（４）今後のまちづくりへの参加について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 市民アンケートによると、今後の宜野湾市へのまちづくりの参加意向は約８割となって

います。また、ワークショップでは具体的な参加の手法として、清掃ボランティアや防犯

パトロール、地域行事などの自治会活動への参加、住民参加型のイベントの開催、学生を

対象としたまちづくりワークショップの開催等、具体的な意見があげられました。 

 

◇今後のまちづくりへの参加の意向について（具体的な参加の方法） 

市民アンケート 自治会ワークショップ 大学生ワークショップ 職員ワークショップ 

1. 自治会で地域づくり

を考え実行 

（31.7％） 

2. 個人で身近な活動

をしていきたい 

（27.2％） 

3. 地域づくりサークル

等があれば 

（16.6％） 

1. 地域の清掃ボランテ

ィア 

2. 地域行事への参加 

3. 夜間（防犯）パトロー

ル 

4. 高齢者福祉の地域

ネットワークづくり 

5. 子供会の育成、緑

化活動 

1. 学校を通して関わる

2. 小・中・高・大学生を

対象として、宜野湾

市まちづくりについ

て、ワークショップや

授業を実施する。 

3. 学生自身が情報収

集に努める 

4. ゴミ捨てのマナーの

啓発、市内のイベン

トに参加する、住民

アンケート調査で市

民の意向を把握する

1. 情報発信・共有化の

強化 

2. ＩＴを活用し、広く意

見を求める 

3. まちづくり参加者に何

らかの報奨をつける 

4. 市民の声を聞く場（ワ

ークショップ等）を多

くつくる 

5. 住民参加型のイベン

トの回数を増やす 
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コンベンショ
ン・リゾートを
核とした都市
型産業の創
出  

魅力ある学
生街の創出  

今後の宜野
湾市を担う
人づくりの推
進  

 

 

 

新世紀初頭の宜野湾市づくりを構想するにあたって、わが都市
ま ち

・宜野湾の可能性を展望

し、目標設定の参考にします。 

 
本市の西海岸地域は、コンベンションセンターをはじめとして、マリ

ーナや市民ビーチ、野球場、リゾートホテル、さらに温泉施設や商業施

設などが立地し、県内でも有数のコンベンション・リゾートエリアを形

成しています。また、沖縄振興特別措置法により平成 14年（2002）９
月には西海岸一帯が「観光振興地域」に指定され、県の上位計画へ位置

づけられるとともに民間施設への税制上の優遇措置が適用されています。さらに、はご

ろも祭りや多彩なイベントの主会場として多くの市民が集う場であり市民のシンボルと

しても挙げられるなど、コンベンションシティとしての市民の認知度や愛着・誇りも高

いものとなっています。このように比較優位性のある西海岸については、今後とも本市

はもとより本県のコンベンション・リゾート機能と都市型産業を牽引していく場として、

機能強化を図っていく必要があります。さらに、現在指定されている観光振興地域につ

いても、範囲の拡大を模索する必要があります。 
  

市域には沖縄国際大学が立地し、琉球大学が隣接しています。大学の

周辺には書店、ファーストフード店、飲食店、レストラン、コンビニ

エンスストアなどの店舗が見られ、両大学生を主体に外国人をはじめ、

大学卒業後も引き続き居住する者、大学及び関係機関の職員など、比

較的多くの若者が居住しています。これらの若者たちが地域活動や文

化・芸能活動等へ参加し、いきいきと活躍できる学生街の創出は、今後本市の大きな魅

力になることが期待されます。したがって、地域の文化や芸能を体験し、参加できる仕

組みづくりや場の創出をはじめ、２つの大学を結ぶ都市交流軸の形成、歩行者空間をふ

んだんに取り入れた街路、沿道店舗の充実を図り、人々が集い自ら活動する魅力ある学

生街の創出に取り組んでいく必要があります。 

 

まちづくりの主役は市民です。人づくりの基盤となる教育や地域環境

の充実はもとより、市民と協働でこれからの市政運営を担っていくた

めの条件整備が強く求められています。そういった中で効果的に政策

を進めていくためには、個々の事業の評価や事務事業の優先順位を決

める基準等を明確にすることが不可欠であり、そのための基準や手続

き等を住民に対して確立することが必要になっています。したがって、市民をまちづく

りの主体として明確に位置づけ、市民参画を基本理念として、これを具体化するための

４節  わが都市
ま ち

・宜野湾を“展望する“ 
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環境共生型
社会に配慮
した美しい都
市の実現  

真の福祉社
会の構築  

平和で安心
感のある暮ら
しの確保  

種々の手続き等を定めた「自治基本条例」の制定が不可欠となっています。市政運営の

基本に「市政の主人公は市民」を据え、市民と市内各種団体、地域自治会、ＮＰＯ、企

業等が一丸となって考え協働で取り組んでいくことを通して、共に育つ人材づくりを進

めていく必要があります。 

 

近年の世界規模の異常気象や大都市のヒートアイランド現象などの

進展は、私たちの身近な暮らしの中でも実感できるものとなってきま

した。このような状況のもと、国においては「環境基本法」が平成５

年（1993）に、「循環型社会形成推進基本法」が平成 12 年（2000）に

制定され、また、「景観緑三法」が平成 16 年（2004）に制定されまし

た。宜野湾市においても市民一人ひとりが、環境問題や景観問題に関する社会動向を十

分に理解し、課題解決に向けた具体的な行動に取り組んでいく必要があります。現在の

市民はもとより子や孫の代の市民が明るく、美しく、豊かな環境の中で心身ともに健や

かな生活を営んでいくことができる条件を継承していくためにも、環境共生に配慮した

持続可能な都市の形成とともに、美しい都市景観を創出していくことが求められていま

す。 

 

今日、かつての伝統的な家庭や地域の相互扶助機能が弱体化し、住

民相互の社会的なつながりも希薄化するなど、地域社会は変容しつつ

あります。また、少子・高齢社会の到来、成長型社会の停滞、産業の

空洞化、そして近年の深刻な経済不況等の社会状況を考慮すると、市

町村を中心とする福祉行政の役割や、地域住民の主体的な活動を基盤

としたコミュニティの充実は極めて重要となっています。心身ともに健やかな生活が営

めるよう本市は、1964年に「健康都市宣言」を行いました。児童、障害者、高齢者など
社会的に弱い立場の人々の生活が安定し、いきいきと暮らせる環境を構築するためにも、

「チュイシージー（お互いが支え合う）の心」が生きる、真の福祉社会を創っていく必

要があります。 
 

住みよいまちづくりの前提として「平和」があります。去る沖縄戦で

最大の激戦地のひとつとなり、多くの人命と貴重な社会基盤が失われ

た本市では、昭和 60 年（1985）3 月、沖縄戦の悲痛の教訓を生かし、
反核、軍縮を求める平和都市として「平和都市宣言」を行いました。

現在でも市域の中央部を含め市面積の約 33％（H15.12 末）を基地が
占める本市においては、基地問題は最大の課題であり、その解決に向け県・国とともに

更なる取り組みを進め、平和で安心感のある暮らしを確立していく必要があります。 
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境を構築し、高度な情報技術を、誰でもいつでも何処ででも活用できるＩＴ都市の実現

を目指します。さらに、市民自治向上の観点から、男女共同参画社会の実現に向けた取

り組みや国際交流事業の推進、地域自治会・各種団体の活動への支援、自治基本条例の

制定等に努めます。 
 

２）響きあい、共に育つ心身豊かな社会の実現をすすめる 

まちづくりの基本は人づくりです。地域が人を育て、人が地域を創造し発展させてい

きます。高齢化社会の到来や余暇時間の増大、価値観の変化などによって、市民一人ひ

とりの生きがいづくりや自己実現の要望も多様化してきています。このような状況を踏

まえ、人生の初期段階における学校教育においては、実践的コミュニケーション能力の

向上などの基礎・基本の確実な定着を図り、生きる力を身につけるとともに、知・徳・

体の調和のとれた人間の育成を目指します。また、社会教育の重要性はますます大きく

なっていることから、多様化・高度化するニーズに応え、市民の生きがいづくりや心の

豊かさ、健康づくりに資する生涯学習や文化振興、スポーツ・レクリエーションの振興

に努めます。 
 
 

都市としての本市の特性を活かした産業の振興や創造的な起業

の支援は、個性と活力あるまちを創造・発展させていく上で大切

です。本市が有する多くの地域資源や特性に着目し、絶えず新し

い時代の変化に即応しながら、市民の英知とチャレンジ精神をも

って創意工夫につとめ活力あるまちづくりを推進します。このた

め、観光・コンベンションの充実、商工業の振興、都市型農漁業

の振興を進め、新たな宜野湾ブランドの発信に努めます。 
 
１）出会いと交流を大切に観光・コンベンション機能を充実する 

本市の産業の振興と雇用の拡大を図るため、西海岸開発と企業誘致を図ることは大切

です。特にコンベンションセンターを中核としたコンベンション支援機能及び都市型リ

ゾート機能の充実をはじめ未利用地の有効活用、周辺地域との連携の強化などが求めら

れています。このような状況を踏まえ、観光リゾート産業やリゾートホテル等宿泊施設

の誘致、仮設避難港の周辺整備、アフターコンベンションの充実等により、コンベンシ

ョンシティとしてのまちづくりに取り組みます。また、国際会議や展示会、スポーツコ

ンベンションなど、セールスプロモーション活動の充実に努めます。 
 

２）地域の活力につながる商工業を振興する 

全国的に地域経済が冷え込む中で、本市においても商店街の空洞化が進行しており、

その対策が課題となっています。このような状況を踏まえ、商工関係団体との連携を強

基本目標（２）
 

創意工夫に 

満ちた元気な 

都
ま

市
ち
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化し、大学・研究機関等の協力を得つつ商工業の育成を図るとともに、引き続き商業活

性化事業等を市内全域で推進します。また、既存企業の支援の他にＩＴ産業や環境産業

など、新たな宜野湾ブランドの開発や可能性が期待される起業の支援に努めます。さら

に、企業の立地促進を図り、雇用の確保に努めます。 
 

３）個性ある都市型農漁業や創造的な活動を展開する 

農漁業においては、単に食糧供給機能だけでなく、都市に求められる緑や水辺の供給

機能、都市緑地空間機能、環境保全機能などの諸機能を考慮した都市型農漁業の振興が

求められています。このような観点から、本市の特産物である田いもや花卉、そ菜等を

主とした農耕地の高度利用と生産技術の向上及び他産業との有機的連携による経営の

安定化を図るとともに、漁業については漁業協同組合の経営基盤の強化、観光漁業の振

興、漁港や仮設避難港を中心とした関連機能の有効活用等に努めます。 

 
 

市民が、住み慣れた地域で今後とも健康で安心して住み続けられ

ることは、地域コミュニティに支えられたチュイシージー（互い

に支え合う）の福祉社会を実現する上で大切です。このため、保

健・医療・福祉の連携と充実に努め、必要な社会サービスと相互

扶助並びに生活の自立のもと、老若男女の市民一人ひとりが、健

康で安心して住み続けられる元気なまちづくりを推進します。ま

た、安心して住み続けるためには、福祉社会の充実の他、事件や

事故、災害など、もしもの時の対応の充実も重要な要素となって

います。したがって災害、台風や地震等の自然災害への対応、防

犯・交通安全対策強化による治安維持等、安心して住み続けられ

る地域づくりに努めます。 
 
１）市民の明るく安心なくらしを支え合う 

市民の明るく健康な生活を確保することは、安心して住み続けられるまちづくりの基

本です。市民生活の中で、疾病や老齢への不安などは、平穏な日常生活を脅かす要素で

す。疾病予防や医療体制、介護サービスなど、保健・医療・福祉の各面での充実が求め

られています。そして、本格的な少子・高齢社会の到来により、近年は特に壮年期から

の健康づくりが重要課題となっています。このような状況を踏まえ、市民一人ひとりが

自主的に自らの健康を維持・管理できるような取り組みを推進します。また、障害者福

祉、児童福祉、母子福祉及び高齢者福祉などの各種福祉施策を引き続き推進しながら、

チュイシージーの福祉社会の実現に努めます。更に、長引く不況等により労働者を取り

巻く環境も厳しくなっていることから、市内事業所の就労環境や雇用定着など労働福祉

の充実に努めます。 

基本目標（３）
 

安心して住み

続けられる 

都
ま

市
ち
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２）安全な都市のくらしをまもる 

地域の消防、救急、防災、防犯体制を充実していくことも、安心して住み続けられる

まちづくりの基本です。近年の救急業務の増大、予防業務の専門化など、消防を取り巻

く社会環境は大きく変化し、大規模災害への迅速で的確な対応等、市民ニーズはますま

す複雑・高度化しています。このような状況を踏まえ、情報通信能力の強化及び救急救

命士の養成を図り、救急業務態勢の強化に努めるとともに、災害時対策の強化に努めま

す。また、防犯・交通安全対策については、学校や地域自治会、宜野湾警察署等と連携

を密にし、市民の防犯に対する意識の高揚や地域交通安全活動の推進を図ります。さら

に、近年の情報操作による人権の侵害、多様化する犯罪等に対する課題に配慮したまち

づくりを進めます。 
 

 
美しい都市は、市民の誇りであると同時に、ふるさとに愛着を持

つ次世代の市民を育成していく上で、大きな財産となります。本

市は、都市的土地利用の中に大山の湿地帯や森の川を含む米軍普

天間飛行場西側の斜面緑地や東側緑地など、自然が一定のまとま

りで残っていることから、リサイクルの推進や循環型社会の構築

等、自然環境や地球温暖化に配慮した持続発展可能な都市づくり

に努めます。また、都市景観の形成、上下水道や公園・緑地等の

整備においては地域の生態系や地勢等を読みとり、都市的機能と

自然環境が調和した美しい都市づくりを目指します。 
 

１）次世代に誇れる持続発展可能な都市を形成する 

地球規模で異常気象が見られる近年、環境問題は身近な問題となっています。また、

我が国の経済情勢が複合的要因による停滞が続く中、これまでの資源消費型の開発から

持続発展可能な開発のあり方への転換が進展しています、このような状況を踏まえ、都

市における自然環境を保全するとともにごみの減量やリサイクルの推進など環境衛生

対策の強化及び循環型社会の形成に努めます。 
 

２）快適なくらしを支える美しい都市基盤整備をすすめる 

健康で文化的な生活を営んでいくためには都市基盤の整備が不可欠です。そして近年、

美しいまちづくりに対する市民ニーズは高まってきており、少子・高齢化、国際化、美

観、環境にも対応した良質な社会資本の整備が求められています。このような状況を踏

まえ、市街地整備、上下水道、都市公園等の基盤整備については、環境問題に配慮しつ

つ推進します。また、鉄軌道等の導入も視野に入れた総合的な交通体系の構築を目指し

ます。さらに、墓地霊園等の整備に努めます。 
 

基本目標（４）
 

持続発展 

可能な美しい 
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ま

市
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